
担当課ヒアリングに伴う、事前質問および回答
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回答 資料名

1
放課後児童クラブがどういった地域にどれだけあるか教えていただきたい。

12

本市の児童クラブは市内44校区のうち、40校に56クラブを開設しています。
児童クラブ未実施である4校区のうちうち、3校区については「放課後子ども教室」
を実施しています。残りの1校区（逢坂）では、現在、「放課後子ども教室」を検討
しています。

資料①：鳥取市の放課後児童
施策について
資料②：放課後児童クラブ（学
童保育）※学校別

2

行財政効果として「働く世代の負担を軽減し、少子化解消を図ります。」とあ
るが、現在の取り組みが、本当に必要な人たちに行き届いているかどうか。
またここでいう効果にどうつながっているかが分かる資料をいただきたい。

12

保護者の就労形態は多様化しており、本市では平成27年度から4年生以上の児
童も積極的に受入れを推進しています。
放課後児童クラブのニーズは年々高まっており、クラブ数、入級児童数ともに増
加しており、障がいを要する児童の入級も増加していることから、児度クラブを必
要とする人たちに行き届いていると認識しています。

資料③：鳥取市放課後児童ク
ラブについて

3

施設の一覧に定員数や利用率料金や職員数そのた必要な情報をまとめて
いただいて２の説明ができるような資料としていただければありがたい。可
能であれば。

12 別添資料参照
資料④：平成29児童クラブ実
施状況一覧表

4
実態として利用したいのにできないというようなことは起こっていないか。施
設ごとというか市の中心と支所エリアとでは傾向が違うと思うが。 12

本市では、保護者が就労等で昼間家庭にいない家庭において、入級を希望され
る児童について受入れは行っており、入級希望が増加しクラブ定員を超える際
は、クラブの分割、拡充を行っています。平成29年度は新設1クラブ、分割1クラ
ブ、拡充2クラブ行っています。

5

以前委員から出した質問に対し、「鳥取市放課後児童クラブ連合会におい
て、保護者の意見の集約に努めたい。」と回答されているが、このあたりの
結果もお示しいただきたい。２や４の質問につながるようなご意見があるか
もしれない。併せてそれら寄せられた意見に対して担当課がどのように対応
していこうと考えておられるのかもお聞かせいただけるとありがたい。

13
本市では、毎年鳥取市放課後児童クラブ連合会から要望書を提出していただい
ており、この要望に対し回答を行っているところです。

資料⑤：H28要望書回答

6
このような未来につながる取組をもっと広げるために、市内の老人クラブな
どをもっと活用したらいいと思うが、どうか。 13

放課後児童クラブは、放課後の保育の場として提供しているところですが、本市
で取り組んでいる「放課後子ども教室」は、地域ボランティア等の協力をいただく
ことで、地域連携を行っています。この「放課後子ども教室」において、老人クラブ
などの活用について、検討したいと考えます。

7
これらの制度やイベントについて、どのように広報（情報発信）しているのか
お伺いしたい。 17

本市としては、ホームページに掲載することで、放課後児童クラブを紹介してお
り、入級等の情報発信は、各児童クラブが学校で説明会等を行っています。
また、本年度、各小学校児童に児童クラブの周知チラシを配布する予定です。

8
9
10

当該事業に従事する職員数（人役） H27年度：　　　　　　2　　　　H28年度：　　　　　　  　2　 　  H29年度：            1

実施計画名 【ID24】 放課後児童クラブの運営のあり方の見直し

推進担当課 学校教育課

当該事業に係る予算額（千円） H27年度：　　426,503　　　　H28年度：　　　　401,500 　　　H29年度：　　498,170



資料①



資料②



鳥取市放課後児童クラブについて     

                      （平成 29 年５月末現在） 
 
１ 放課後児童クラブ（学童保育）とは 

   保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に、家庭、地域等との連携の

下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、自主性、社会性、創造性の向上、基本

的な生活習慣の確立を図り、もって児童の健全な育成を図ることを目的としている。 

 

 

２ 本市の経緯 

   全国的に同様の経過だが、もともと働く保護者が保護者会を設立して運営してきた。現在、市が保

護者会等に運営を委託し、実施している。 

市内４４小学校区のうち、４０校に５６クラブを開設（保護者会５１クラブ、NPO 法人５クラブ）。 

 

※放課後児童クラブ未実施である４校区のうち、3 校区については文部科学省所管の「放課後子ど

も教室」を実施。残り１校区（逢坂）では、現在、放課後子ども教室を検討中。 

 

 

３ 近年の状況 

   保護者の就労形態の多様化に加え、本市では、児童福祉法改正後の平成 27 年度から 4 年生以上

の児童の受入れを積極的に推進している。 

そのような背景のなか、放課後児童クラブのニーズは年々高まってきており、クラブ数、入級児童

数ともに増加している。また、特別な支援を要する児童（障がい児）の入級も増加している。 

 

【放課後児童クラブの推移】 

年度 25 26 27 2８ 2９ 

クラブ数 45 47 49 54 5６ 

入級児童数 1,729 人 1.947 人 2,100 人 2,288 人 2,428 人 

障がい児数 46 人 53 人 76 人 ８９人 9４人 

３年生以下入級割合 31.7% 35.4% 37.4% 39.2% 42.3% 

4 年生以上入級割合 3.3% 3.6% 5.7% 7.8% 9.6% 

児童全体入級割合 17.2% 19.4% 21.3% 22.7% 24.3% 

   

 

４ 開設場所（別紙のとおり） 

開設場所 学校施設 専用施設 公共施設 民間施設 計 

クラブ数 ３１（若葉台含） 17 7 2 5６(若葉台除) 

  ※若葉台小どんぐり児童クラブは平成 29 年度『拡充』を行い、専用施設と学校１階普通教室で開設。 

 

資料③



５ 障がい児支援 

・障がい児を受入れ、障がい児専任支援員等を配置する場合に委託料を加算 

    ［配置基準］障がい児：専任支援員等＝2:1 ※1 人当たり 1,748 千円 

 ・県及び市が実施する支援員研修会の実施 

 ・鳥取市放課後児童クラブ就学移行支援シートの実施 

 ・学校との連携 

 

 

６ 保護者会、放課後児童支援員等の要望等 

・専門的知識を有する支援員等の派遣・紹介 

・支援員等研修の更なる充実 

・障がい児等のクールダウンスペース（静養室）の設置 

・障がい児に対応する専門員や市の支援センターなどからの巡回相談、助言、援助 
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